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きずな 

7月生まれの皆様 

お誕生日おめでとうございます！ 

日常の様子 

ご家族の皆様へ お願い 

不織布マスクの着用を

お願いします 

いつも感染症対策のご協力ありがとうございます。 
先月より面会制限の一部緩和を行っております。 

面会の際は以下の点においてもご留意くださいますようお願いいたします。 

生もの・手作りのものの

差し入れはご遠慮ください 

不織布マスクはウイルスの飛散

を抑止する効果が高いため、当苑
では、ご来苑の皆様に不織布マス

クの着用を推奨しています。布マ
スクの着用はご遠慮ください。 
お手数ですが各ご家庭にてご準

備いただき、着用をお願いします。 

入居者様の安全を守るため、 

差し入れは、原則賞味期限が記
載されている既製品でお願いし

ております。 

差し入れを検討されている方は
一度職員へお尋ねください♪ 

☆10日(月) 法話会 
 
☆随時 各ユニットにて 

お誕生日会 

☆6日(日) 本館 1 階ワックスがけ 

☆20日(日)夏祭り in 鳳鳴苑 

正面玄関付近のワックスがけをおこないます。
面会は可能ですが、足元にご注意ください！ 
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天気がいい日は 

中庭でお散歩♪ 

綺麗に 
咲きます 
ように！ アサガオと 

ホウセンカ 

入居者様とご家族様のみの参加となって 
おります。ご了承ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護支援機器の紹介 
～「愛移乗くん」と「移乗用介護リフト」～ 

機能訓練課より 

介護支援機器とは、移乗や入浴、排泄などの介護業務の支援を目的としたロボッ

トのことです。当苑では２種類の介護支援機器を使用しています。これらによって、 

トイレでの排泄介助が快適に行えるようになりました。 

今回は、排泄介助の際に使用している介護支援機器について紹介いたします♪ 

☆入居者様のトイレでの排泄をできる限り促すことや、職員の負担 

軽減の観点から介護支援機器を導入することになりました！ 

導入のきっかけ 

活用の様子 

便座からの転落の危険性が軽減した。 

安心してトイレ誘導が行えるようになった！ 

今後もより良い機器があれば導入を試み、より快適な介護を目指します！ 

入居者様を抱えるといった、身体を使う動作が少なくな

ったことで腰痛等の身体的負担が軽減した♪ 

入居者様の望むタイミングで排泄介助が

できるようになった！ 

活用した職員の声 

立つことが難しい方でもトイレに座ることができます！ 

愛
あ

移乗
いじょう

くん 
移乗用 

介護リフト 

おむつ内排泄による弊害（不快感、便秘、腸閉塞、下剤の多量投与、下痢、

感染症、褥瘡など）から守りたい！ 

年々重度な方が増え、職員が二人必要な排泄介助が増えていた。 

職員の腰痛調査において、「トイレ誘導」が最も腰痛になりやすい 

介助場面であった。 

2020 年より導入 

「トイレでの排泄」をして頂くことで、毎日気持ちよく過ごし

てもらいたい！ 
 

介助時に職員に抱えられている入居者様にも心身への 

負担や事故のリスクがあった。 

2017 年より導入 

基
本
理
念 

 

一
、 

高
齢
者
の
生
活
と
人

権
を
尊
重
し
、
公
正

で
開
か
れ
た
施
設
運

営
に
努
め
ま
す
。 

二
、 

高
齢
者
が
地
域
で
安

心
し
て
生
活
を
送
る
こ

と
が
で
き
る
拠
点
施

設
と
な
る
よ
う
に
努

め
ま
す
。 

三
、 

施
設
は
、
利
用
者
の

社
会
生
活
の
場
と
し

て
位
置
づ
け
、
安
全
で

安
心
し
た
日
常
生
活

を
送
る
こ
と
が
で
き
る

環
境
づ
く
り
に
努
め

ま
す
。 

四
、 

職
員
は
、
常
に
満
足
の

い
た
だ
け
る
サ
ー
ビ
ス

が
提
供
で
き
る
よ
う
に

励
み
、
地
域
社
会
活

動
に
も
積
極
的
に
関

わ
り
、
地
域
か
ら
求
め

ら
れ
る
施
設
と
な
る

よ
う
に
努
め
ま
す
。 


